
総
理
府

○

令
第
三
十
一
号

大
蔵
省

金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
三
十
二
号
）
及
び
金
融
業

者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
五
十
六
号
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
一
年
五
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
渕

恵
三

大
蔵
大
臣

宮
澤

喜
一

金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
「
金
融
業
者
」
、
「
金
融
会
社
等
」
、
「
特
定
金
融
会
社
等
」
及
び
「
社
債
の
発
行
等

」
と
は
、
金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
及



び
第
三
条
に
規
定
す
る
金
融
業
者
、
金
融
会
社
等
、
特
定
金
融
会
社
等
及
び
社
債
の
発
行
等
を
い
う
。

（
貸
付
資
金
の
受
入
方
法
）

第
二
条

金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三

条
第
三
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

借
入
金
そ
の
他
の
何
ら
の
名
義
を
も
っ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
当
該
金
融
業
者
以
外
の
者
が
当
該
金
融
業
者
の
貸

付
資
金
と
す
る
目
的
を
も
っ
て
す
る
社
債
又
は
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一

項
第
八
号
に
掲
げ
る
約
束
手
形
の
発
行
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭
の
受
入
れ

二

次
に
掲
げ
る
金
銭
の
受
入
れ

イ

特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
に
規
定
す
る
特

定
目
的
会
社
（
同
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
資
産
流
動
化
計
画
に
お
い
て
指
名
金
銭
債
権
（
指
名

債
権
で
あ
っ
て
金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
指
名
金
銭
債
権
を
信
託
す
る

信
託
の
受
益
権
を
流
動
化
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
貸
付
債
権
（
貸
付
債
権
を
信
託
す

る
信
託
の
受
益
権
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
の
対
価
と
し
て
の
金
銭
の
受
入
れ
で
あ



っ
て
、
当
該
特
定
目
的
会
社
が
す
る
同
法
に
規
定
す
る
特
定
社
債
券
又
は
特
定
約
束
手
形
の
発
行
に
よ
り
受
け

入
れ
た
金
銭
が
、
一
連
の
行
為
と
し
て
、
当
該
貸
付
債
権
の
譲
渡
の
対
価
に
充
て
ら
れ
る
も
の

ロ

証
券
取
引
法
施
行
令
第
三
条
の
四
第
四
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
を
定
め
る
省
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令

第
十
五
号
）
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
特
別
目
的
法
人
（
同
号
イ
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
の
う
ち
に
指
名
金
銭
債

権
又
は
指
名
金
銭
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
貸
付
債
権
の
譲
渡
の

対
価
と
し
て
の
金
銭
の
受
入
れ
で
あ
っ
て
、
当
該
特
別
目
的
法
人
が
す
る
同
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
同
令

第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
、
第
四
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
有

価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
発
行
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭
が
、
一
連
の
行
為
と
し
て
、
当

該
貸
付
債
権
の
譲
渡
の
対
価
に
充
て
ら
れ
る
も
の

（
登
録
の
申
請
）

第
三
条

法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
金
融
監
督
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融
会
社
等
は
、
別
紙
様
式
第
一

号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
四
条
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
、
当
該
登
録
申
請
書
の
写
し
一
通
及
び
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
添
付
書
類
一
部
を
添
付
し
て
、
そ
の
金
融
会
社
等
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
（
以
下
「
営
業
所
等
」



と
い
う
。
）
の
住
所
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
住
所
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
記
載
事
項
）

第
四
条

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一

金
融
会
社
等
を
代
表
す
る
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

二

令
第
五
条
に
規
定
す
る
金
銭
の
貸
付
け
に
係
る
審
査
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
（
以
下
「
貸
付
審
査
業
務
従

事
者
」
と
い
う
。
）
二
名
以
上
の
氏
名

三

金
融
会
社
等
の
種
類

四

証
券
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
の
有
無

五

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い

る
場
合
に
は
、
同
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

六

質
屋
営
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
同



法
第
八
条
第
一
項
の
許
可
証
を
交
付
し
た
都
道
府
県
名
、
許
可
証
の
交
付
年
月
日
及
び
許
可
証
の
番
号

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
五
条

法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し
た
貸
付
審
査
業
務
従
事
者
の
業
務
経
歴
書

二

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
同
法
第
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
登
録
済
通
知
書
の
写
し

三

質
屋
営
業
法
第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
許
可
証
の
写
し

２

法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
登
記
簿
の
謄
本
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
登
録
の
通
知
）

第
六
条

特
定
金
融
会
社
等
が
現
に
受
け
て
い
る
登
録
を
し
た
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下
「
管
轄
財
務

局
長
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成

し
た
登
録
済
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。



（
特
定
金
融
会
社
等
登
録
簿
の
縦
覧
）

第
七
条

管
轄
財
務
局
長
は
、
そ
の
登
録
を
し
た
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
特
定
金
融
会
社
等
登
録
簿
を
当
該
特
定
金

融
会
社
等
の
主
た
る
営
業
所
等
の
住
所
を
管
轄
す
る
財
務
局
（
当
該
住
所
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
拒
否
の
通
知
）

第
八
条

財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式

第
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
登
録
拒
否
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
九
条

特
定
金
融
会
社
等
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
五

号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
届
出
書
に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
一
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
書
類
（
当
該
書
類
が
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
で
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
号
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
を
変
更
し
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
登
記
簿
の
謄
本



二

資
本
又
は
出
資
の
額
を
変
更
し
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
登
記
簿
の
謄
本

三

特
定
金
融
会
社
等
を
代
表
す
る
役
員
の
氏
名
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
が
記

載
さ
れ
た
登
記
簿
の
謄
本

四

貸
付
審
査
業
務
従
事
者
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
貸
付
審
査
業
務
従
事
者
と
な
っ
た
者
の
業
務
経
歴
書

五

金
融
会
社
等
の
種
類
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
登
記
簿
の
謄
本

六

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
条
第
一

項
第
二
号
の
貸
金
業
者
の
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
が
記
載

さ
れ
た
登
録
済
通
知
書
の
写
し

七

質
屋
営
業
法
第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
許
可
証
を
交
付

し
た
都
道
府
県
名
、
許
可
証
の
交
付
年
月
日
及
び
許
可
証
の
番
号
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事

項
が
記
載
さ
れ
た
許
可
証
の
写
し

２

管
轄
財
務
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
（
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
住
所
の

変
更
の
届
出
で
あ
っ
て
管
轄
財
務
局
長
の
管
轄
区
域
外
に
特
定
金
融
会
社
等
の
主
た
る
営
業
所
等
の
住
所
を
変
更
す



る
も
の
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
特
定
金
融
会
社
等
登
録
簿
に
登
録
す
る

も
の
と
す
る
。

３

管
轄
財
務
局
長
は
、
前
項
の
登
録
を
し
た
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
登
録
変
更
済
通
知
書
に

よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
届
出
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
移
管
）

第
十
条

管
轄
財
務
局
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
（
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
住
所
の
変
更
の
届
出
で
あ
っ
て
管
轄
財
務
局
長
の
管
轄
区
域
外
に
特
定
金
融
会
社
等
の
主
た
る
営
業
所
等
の
住

所
を
変
更
す
る
も
の
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
届
出
書
及
び
特
定
金
融
会
社
等
登
録
簿
の
う
ち

当
該
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
部
分
そ
の
他
の
書
類
を
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
後
の
営
業
所
等
の
住
所
を
管
轄
す

る
財
務
局
長
（
当
該
住
所
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
受
け
た
財
務
局
長
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
特
定
金
融
会
社
等
登
録
簿
に
登
録

す
る
も
の
と
す
る
。



３

財
務
局
長
は
、
前
項
の
登
録
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
三
項
の
登
録
変
更
済
通
知
書
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
届

出
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
十
一
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
廃

止
等
届
出
書
に
、
第
六
条
の
登
録
済
通
知
書
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
一
部

を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
金
融
会
社
等
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合

当
該
特
定
金
融
会
社
等
が
解
散
し
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
た

登
記
簿
の
謄
本
及
び
合
併
契
約
書
の
写
し

二

特
定
金
融
会
社
等
が
破
産
に
よ
り
解
散
し
た
場
合

裁
判
所
が
当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
破
産
管
財
人

と
し
て
選
任
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し

三

特
定
金
融
会
社
等
が
合
併
及
び
破
産
以
外
の
理
由
に
よ
り
解
散
を
し
た
場
合

清
算
人
に
係
る
登
記
簿
の
謄
本

四

前
三
号
以
外
の
理
由
に
よ
り
特
定
金
融
会
社
等
が
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
会
社
等
に
該
当
し
な
い

こ
と
と
な
っ
た
場
合

該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類



五

特
定
金
融
会
社
等
が
社
債
の
発
行
等
に
よ
る
貸
付
資
金
の
受
入
れ
を
や
め
た
場
合

当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
の
印
鑑
登
録
証
明
書
（
当
該
届
出
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

（
公
告
の
方
法
）

第
十
二
条

法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
所
在
不
明
者
の
公
告
及
び
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
の

公
告
は
、
官
報
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
経
由
官
庁
）

第
十
三
条

特
定
金
融
会
社
等
（
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
金
融
監
督
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む

。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
四
条
第
一
項
の
登
録
申
請
書
そ
の
他
法
及
び
こ
の
命
令

に
規
定
す
る
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
提

出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
金
融
会
社
等
の
主
た
る
営
業
所
等
の
住
所
を
管
轄
す
る
財
務
事
務
所

又
は
小
樽
出
張
所
若
し
く
は
北
見
出
張
所
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
金
融
会
社
等
は
、
当
該
申
請
書
等
を
当
該
財

務
事
務
所
長
又
は
出
張
所
長
を
経
由
し
て
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
処
理
期
間
）



第
十
四
条

財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
は
、
法
又
は
こ
の
命
令
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
関
す
る
申
請
を
受
理
し

た
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
を
補
正
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

二

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

三

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
資
料
を
追
加
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

（
権
限
の
委
任
）

第
十
五
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
監
督
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
（
第
二
項
に
お
い
て
「
長
官

権
限
」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
金
融
会
社
等
の
主
た
る
営
業
所
等
の
住
所
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
住
所
が
福

岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
条

の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
の
権
限
は
、
金
融
監
督
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
長
官
権
限
の
う
ち
金
融
監
督
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

金
融
監
督
庁
長
官
は
、
前
項
の
指
定
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
廃
止
し
、



又
は
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



別紙様式第１号（第３条関係）

（日本工業規格Ａ４）

（第１面）

年 月 日

財務（支）局長 殿

（郵便番号 ）
申請者 住 所

電話番号（ ） －

商号又は名称

代表者の氏名 印

登 録 申 請 書

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第３条の規定により、特定金融会社等の登録を

申請します。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。



別紙様式第１号（第３条関係）

（日本工業規格Ａ４）

（第２面）

※ 登録番号 財務（支）局長 第 号（ 年 月 日）

（ ふ り が な ）

１．商号又は

名 称

２．申請者の住所 （郵便番号 ）

電話番号（ ） －

３．資本又は

出資の額 百万円

４．金融会社等を代表する役員の氏名及び住所

（ ふ り が な ）

氏 名

住 所 （郵便番号 ）

（記載上の注意）

１．「※ 登録番号」は、記載しないこと。

２．「商号又は名称」は、登記簿上の商号又は名称を記載すること。

３．「申請者の住所」は、登記簿上の本店又は主たる事務所の住所を記載すること。

４．「氏名」は、外国人の場合において、外国人登録証明書に記載された通称名があるときは、括弧書

きで併記することができる。



（第３面）

５．令第５条に規定する金銭の貸付けに係る審査の業務に従事している者の氏名

（ ふ り が な ） 貸付審査業務

氏 名 経 験 年 数 職 名

６．金融会社等の種類

� 貸金業の規制等に関する法律第２条第２項に規定する貸金業者

財務（支）局長

登録番号 （ ）第 号（ 年 月 日）

知事

� 貸金業の規制等に関する法律施行令第１条第３号に掲げる者

� 貸金業の規制等に関する法律施行令第１条第４号に掲げる者

� 貸金業の規制等に関する法律施行令第１条第５号に掲げる者

� 質屋営業法第１条第２項に規定する質屋

許可証を交付した都道府県名

許可証の番号 第 号（ 年 月 日）

７．証券取引法第２４条第１項に規定する有価証券報告書の提出の有無

有 無

（記載上の注意）

１．「５．令第５条に規定する金銭の貸付けに係る審査の業務に従事している者の氏名」は、少なくと

も２名以上の者について記載すること。

２．「６．金融会社等の種類」及び「７．証券取引法第２４条第１項に規定する有価証券報告書の提出

の有無」は、該当するものに○印を付けること。この場合において、貸金業の登録又は質屋営業の許

可を受けているものは、当該登録番号及び登録年月日又は許可証を交付した都道府県名、許可証の番

号及び交付年月日を記載すること。



別紙様式第２号（第５条第１項第１号関係）

（日本工業規格Ａ４）

貸付審査業務従事者の業務経歴書

（ふりがな）

氏名

現住所 （郵便番号 ）

電話番号（ ） －

役職名 生年月日 年 月 日生（満 歳）

期 間 貸 付 審 査 業 務 の 内 容

自 年 月 日

業 至 年 月 日

務

経

歴

上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。

年 月 日 氏名 印

（記載上の注意）

１．「業務経歴」は、金銭の貸付けに係る審査の業務に従事した提出日までのすべての

期間（他社での貸付審査業務を含む。）について記載すること。

２．署名及び押印は、貸付審査業務従事者本人が行うこと。



別紙様式第３号（第６条関係）

（日本工業規格Ａ４）

文 書 番 号

年 月 日

（商号又は名称）

（代表者の氏名） 殿

財務（支）局長 印

登 録 済 通 知 書

年 月 日付で申請のあった特定金融会社等の登録については、下記のとおり登録したの

で通知します。

記

登 録 番 号 財務（支）局長 第 号

登録年月日 年 月 日



別紙様式第４号（第８条関係）

（日本工業規格Ａ４）

文 書 番 号

年 月 日

（商号又は名称）

（代表者の氏名） 殿

財務（支）局長 印

登 録 拒 否 通 知 書

年 月 日付で申請のあった特定金融会社等の登録については、下記の理由により拒否し

たので通知します。

なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０

日以内に金融監督庁長官に対して行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）に基づく審査請求をする

ことができます。

記

拒否理由

（金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第６条第１項第 号該当）



別紙様式第５号（第９条第１項関係）

（日本工業規格Ａ４）

（第１面）

年 月 日

財務（支）局長 殿

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号

（郵便番号 ）

住 所

電話番号（ ） －

商号又は名称

代表者の氏名 印

変 更 届 出 書

下記の事項について変更しましたので、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第７条

第１項の規定により、届け出ます。

記

変 更 に 係 る 事 項

変 更 年 月 日

変 更 後 変 更 前

（記載上の注意）

１．「変更に係る事項」は、それぞれの変更事項について、変更前及び変更後の事項を記載すること。

なお、第１面に記載しきれないときは、当該様式の例により作成した書面に記載し、第１面の次に添

付すること。

２．第２面以降は、届出をする特定金融会社等に係る特定金融会社等登録簿の当該変更に係る事項を記載

した頁に換えるべきものとして作成すること。



別紙様式第６号（第９条第３項、第１０条第３項関係）

（日本工業規格Ａ４）

文 書 番 号

年 月 日

（商号又は名称）

（代表者の氏名） 殿

財務（支）局長 印

登 録 変 更 済 通 知 書

年 月 日付で届出のあった事項の変更については、 年 月 日付で特定金

融会社等登録簿に変更登録したので通知します。



別紙様式第７号（第１１条関係）

（日本工業規格Ａ４）

年 月 日

財務（支）局長 殿

（郵便番号 ）

届出者 住 所

電話番号（ ） －

氏 名 印

廃 止 等 届 出 書

下記の事由に該当することとなりましたので、貸付業務のための社債の発行等に関する法律第８条第１

項の規定により、届け出ます。

記

廃止等をした特定金融会社等の商号又は名称

登 録 番 号

該当事由発生年月日

該 当 事 由

届出者と特定金融会社等との関係

（記載上の注意）

「該当事由」は、令第６条各号に規定する事項のうち、該当する事由の号の番号を記載すること。

なお、同条第５号に該当する場合は、その理由を併せて記載すること。


